
 

高知県名誉県民顕彰要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、学芸、芸術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、

県民の誇りとふるさと意識を高め、県民に夢と希望、勇気、感動のすべてを与えたもの

に対して、県民の栄誉と喜びとしてたたえることを目的とする。 

 

（顕彰の対象） 

第２条 顕彰は、次の各号のいずれかに該当し、知事が前条の目的に照らして適当である

と認めたものについて行う。 

（１） 県の発展、学術文化の振興の功績に、県民が郷土の誇りとして深く敬うもの 

（２） 学術、芸術、文化等の分野における権威ある賞を受賞したもの 

（３） スポーツの分野における権威ある大会において優勝するなど圧倒的な業績を残

したもの 

（４） 学芸、芸術、文化、スポーツ等の分野における権威ある競技会及びコンテスト

等において名誉ある賞を受賞したもの又は歴代に残る記録を樹立したもの 

 

（顕彰） 

第３条 顕彰は、表彰状及び副賞とする。 

 

（顕彰の時期） 

第４条 顕彰は、随時行う。 

 

（公表） 

第５条 顕彰を受けたものの氏名又は名称及びその事績は、高知県公報、高知県ホームペ

ージを活用するほか、広く報道機関に情報を提供して公表する。 

 

（顕彰の手続き） 

第６条 推薦者は、顕彰の対象となる分野を所管する県の部局長等とする。 

 

（被顕彰者の選考） 

第７条 知事は、顕彰者の選考に当たり、必要に応じて、有識者の意見を聴くことができ

るものとする。 

 

（要綱の施行） 

第８条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 23年 10月 11日から施行する。 


